
JTA ビジョンに関連する新制度の概要 

令和 2年 6月 

新制度 概 要 開始予定時期 

①研究助成制度  研究助成部門助成額（単年度 100万円）、研究奨励部門助成額（単年度 20万円） 

 個人会員限定（研究奨励部門は 40歳未満対象） 

 「研究助成要綱」（新規制定）に基づき実施 

募集：令和 2年度 

交付：令和 3年度～ 

②学生会員制度  年会費 3,000円 

 会員特典は個人会員と同等あるいは優遇 

 「学生会員要領」（新規制定）に基づき運用 

受付：令和 2年度～ 

会費納付：令和 3年度～ 

③表彰制度  当面、4種（功績賞、功労賞、名誉会員賞、優秀発表者賞）で運用 

 表彰対象者は会員に限定、社員からの推薦による 

 「表彰規程」（新規制定）により実施 

推薦：令和 2年度 

表彰：令和 3年度定時総会～ 

④産学官の意見交換の場

の設置 

 「JTA イブニングセミナー」として、世話役持ち回り制で年 1回程度開催 

 意見交換結果の概要については、原則として会員に公開 

 「運営要領」（新規制定）に基づき実施 

実施：令和 2年度～ 

⑤その他 

（会員サービス向上策として

の会誌の改善） 

 会誌のカラー化実施 済：令和 2年 1月号～ 

 会誌の過去記事を電子化し、会員に提供する仕組みの構築 著作権者の発行元と調整中 

（令和 2年度中のスタートを目標） 




主な項目 研究助成部門 研究奨励部門


1.助成対象研究等


トンネル又は地下空間（以下「トンネル等」という。）の建設及び維持管理に資する技術開発
又は研究であって、以下のいずれかをその目的として、新規性や必要性が高いと判断され
るもの。
①トンネル等の計画・設計・施工の合理化、生産性向上
②トンネル等建設工事における安全対策、環境保全
③トンネル等施設の維持管理・保全技術の向上又は合理化


トンネル又は地下空間（以下「トンネル等」という。）の建設及び維持管理に資する技術開発
又は研究であって、以下のいずれかをその目的とするもの。
①トンネル等の計画・設計・施工の合理化、生産性向上
②トンネル等建設工事における安全対策、環境保全
③トンネル等施設の維持管理・保全技術の向上又は合理化


2.助成対象者 助成対象者（共同研究の場合は「研究代表者」）は、本会の個人会員であって、大学、 高
等専門学校及びこれらの附属機関に属する研究者


①同左


②40歳未満の若手研究者を対象


3.助成額・助成期間


①助成額は1件につき原則として単年度100万円以内。　（※2件程度を想定）
②同一の研究テーマに対する研究助成は、3か年を限度。
　なお、3か年継続する研究として応募し、採択された場合であっても、毎年申請手続を行
い、当該年における審査を受けるものとする。


①助成額は1件につき原則として単年度20万円以内。　（※3件程度を想定）
②同左


4.助成対象者の選考方法


①JTAは、受理した申請書を JTA会長が委嘱した委員により構成される研究助成審査委員
会に諮り審査。
　なお、審査委員会は、必要に応じて調査（申請者に対する追加資料の提出依頼、ヒアリン
グ等）を実施する。
②JTA会長は、審査委員会の推薦に基づき研究助成の採否及び研究助成の額を決定。
③研究助成の決定にあたり必要な条件を付す場合がある。


同左


なお、申請書は左記に比べて簡便な内容とする。


5.研究成果の発表


以下の①は必須、②か③は選択。
①所定の書式による報告（継続研究については毎年）。
②会誌「トンネルと地下」の会報に研究成果を発表。
③研究助成期限終了後最初に開催される 「施工体験発表会（JTA主催）」において、研究
成果を発表。


①所定の書式による報告（継続研究については毎年）。


研究助成制度の概要


　【制度趣意】


　　・（一社）日本トンネル技術協会では、今後を見据えた活動を実施するため「JTAビジョン（令和元年11月14日理事会決定）」を策定し、その取組みの一環として「研究助成制度」を創設致しました。


　　・本制度は、若手研究者にも配慮した制度とするため、研究助成部門と研究奨励部門の二つで構成しています。


　　・制度の運用については、別途定める「一般社団法人日本トンネル技術協会　研究助成実施要綱」で実施します。


　【制度の概要】


令和2年6月


一般社団法人日本トンネル技術協会
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個人会員 学生会員 摘　要


12,000　円 3,000　円


会誌（月刊誌　トンネルと地下） 無料配布 同　左


刊行図書 会員価格 同　左


各種催物参加 会員価格 会員価格（無料参加のものも設定予定※） ※例示；施工体験発表会等の聴講


情報サービスDM DMあり 同　左


WTC参加サポート サポートあり 同　左


委員会（小委員会、WG）参加 参加可能（交通費定額）
オブザーバー資格
自主参加（交通費は支給しない）


参加可能な委員会
☆
（小委員会、WG）を指定する。


なお、当該委員会等の委員の推薦がある者とする。


ウェブサイト会員専用ページ ログイン可 同　左 メールアドレスの登録が必要


　☆　常設委員会をいう。


②
　
会
員
の
特
典


一般社団法人日本トンネル技術協会


令和2年6月


学生会員制度の概要


１．制度創設の経緯等


　　（一社）日本トンネル技術協会では、今後を見据えた活動を実施するため「JTAビジョン（令和元年11月14日理事会決定）」を策定し、その取組みの一環として


　　「学生会員制度」を創設することとしました。


　　令和2年6月8日開催の定時総会において、定款の一部変更を行うとともに、規程類の制改定を実施し、学生会員制度を整えました。


　　学生会員に関する規程類は、以下を参照して下さい。


　　【参考規程等】
　　　・定款
　　　・会員規程
　　　・入会金及び会費規程
　　　・学生会員要領
　　　・学生会員入会申込書（様式）


２．制度の概要


　①　年　会　費
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表彰制度の概要 


令和 2 年 6 月 
【制度趣旨】 


・（一社）日本トンネル技術協会では、今後を見据えた活動を実施するため「JTA ビジョン（令和元年 11 月 14 日理事会決定）」を策定し、その取組みの一環として、既


存の褒賞を活用しつつ、個人会員向け、団体会員向けに表彰制度を設けることとしました。 


・制度の運用については、別途定める「一般社団法人日本トンネル技術協会 表彰規程」によるものとします。 


 


【制度の概要】 


主な項目 内 容 摘 要 


1. 表彰の種類 当面、以下の 4 種とする。 
・功績賞 
・功労賞 
・名誉会員賞 
・優秀発表者賞 
なお、表彰対象者は会員に限定する。 


 


トンネル技術の発展に顕著な功績があった者とする。 


本会の発展に特別の功労があった者とする。 
名誉会員を就任時に合わせて表彰する。 
施工体験発表会表彰（最優秀賞、優秀賞）を本表彰制度に位置付ける。 


2. 表彰対象者 表彰対象者は、社員※からの推薦による。 なお、優秀発表者賞の選考は、事業委員会において行う。 


3. 選考の方法 選考は以下の手続きを経る。 
 ・表彰選考委員会（仮称）での審議 
 ・理事会の承認 


優秀発表者賞の選考は、事業委員会において行う。 


4. 表彰の方法 原則として定時総会時に表彰する。  


※ 「社員」は定款第 5 条第 2 項の定めによる（個人会員、団体会員、推薦会員、特別会員、名誉会員）。 


 


（参考） 本会における既存の褒賞 


・名誉会員 ； 本会に功労があった個人で総会において推薦を受けた個人（定款第 5 条第 1 項第 5 号） 
・施工体験発表会優秀論文 ； 最優秀賞、優秀賞、佳作、奨励賞（40 歳未満の者） 
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「産学官の意見交換の場の設置」の概要 


令和 2 年 6 月 


 


【制度趣旨】 


・（一社）日本トンネル技術協会では、今後を見据えた活動を実施するため「JTA ビジョン（令和元年 11 月 14 日理事会決定）」を策定し、その取組みの一環として産学


官の意見交換の場を設置し、、トンネル技術に関する意見交換会を実施します。 


・意見交換の場の当面の運営方針は以下のとおりであり、必要に応じて見直しを実施します。 


 


【制度の概要】 


主な項目 内  容 


1. 名 称 総務委員会企画運営幹事会の傘下に設置し、「JTA イブニングセミナー」と称する。 


2. メンバー構成 ① 議題・話題の固定化を避けるため、参加メンバーは「コアとなる者」と、「議題・話題に応じて参加を求める者」で構成する。 


② 「コアになる者」は、企画運営幹事会の幹事等とする。 


③ 「議題・話題に応じて参加を求める者」は、公営企業体を含む官、建設会社のみならず、他の業種（建設コンサルタンツ、資機材メーカ等）にも


配慮して選定する。 


3. 組織の運営 ① 会の運営は、「コアになる者」による世話役持ち回り制とする。 


② 開催頻度は年 1 回程度（必要に応じて複数回）とし、話題設定、話題提供者及び「議題・話題に応じて参加を求める者」については、原則とし


て世話役の提案によるものとする。 


4. その他 意見交換結果の概要については、原則として会員に公開することとし、会報や本会ウェブサイトに掲載するものとする。 
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（２２） 研究助成要綱 


一般社団法人日本トンネル技術協会 


令和 2 年 5 月 15 日 理事会決定 
 


 
Ⅰ 基本的事項 
 
１．趣 旨 


本事業は、トンネル及び地下空間の建設及び維持管理に関する技術等の向上と普及を図り、 


もって国土の保全と公共の福祉の増進に寄与することを目的として、優れた研究に対して助成（以


下「研究助成」という。）を行うものであり、「研究助成部門」又は「研究奨励部門」の二つで構成す


る。 


 


２．研究助成の対象 


研究助成の対象は、トンネル又は地下空間（以下「トンネル等」という。）の建設及び維持管理に


資する技術開発又は研究であって、以下のいずれかをその目的とするものとする。ただし、「研究


助成部門」においては、新規性や必要性が高いと判断されるものに限る。 


①トンネル等の計画・設計・施工の合理化、生産性向上 


②トンネル等建設工事における安全対策、環境保全 


③トンネル等施設の維持管理・保全技術の向上又は合理化 


 


３．研究助成の対象者 


JTA より研究助成を受けることができる者（以下「助成対象者」 という。）は、原則として以下のと


おりとする。 


①助成対象者（共同研究の場合は「研究代表者」。以下同じ。）は、本会の個人会員であって、


大学、 高等専門学校及びこれらの附属機関に属する研究者 


ただし、「研究奨励部門」においては、40 歳未満の研究者に限る。 


 


４．助成額・助成期間 


（１）助成額は、「研究助成部門」においては 1 件につき原則として単年度 100 万円以内、「研究奨


励部門」においては 1 件につき原則として単年度 20 万円以内とする。 


（２）同一の研究テーマに対する研究助成は、3 か年を限度とする。なお、3 か年継続する研究とし


て応募し、採択された場合であっても、毎年申請手続を行い、当該年における審査を受けるもの


とする。 


 


 







 
 


Ⅱ 留意事項 


 


１．申 請 


（１）公募方式により研究助成の申請を募るものとする。研究助成を希望する助成対象者（共同研


究の場合は研究代表者。）は、所定の申請書（別途定める）に記入の上、期限までに JTA へ提


出するものとする。 


（２）申込件数は、1 人（共同研究の場合は 1 研究グループ）あたり 1 件とする。 


（３）JTA以外の補助制度、助成制度との重複申請は可能とする。ただし、JTAの助成において実


施を予定する内容と、他の制度もしくは助成によって実施する技術開発若しくは研究の内容の


全てが重複してはならない。 


 


２．審 査 


（１）JTA は、受理した申請書を JTA 会長が委嘱した委員により構成される研究助成審査委員会


（以下「審査委員会」という。）に諮り審査する。 


なお、審査委員会は、必要に応じて調査（申請者に対する追加資料の提出依頼、ヒアリング等）


を実施できる。 


（２）JTA 会長は、審査委員会の推薦に基づき研究助成の採否及び研究助成の額を決定する。 


（３）JTA は、研究助成の決定にあたり必要な条件を付することができるものとする。 


（４）採択されたテーマに関する申請者及び研究助成を受ける研究者 （以下「助成研究者」とい


う。）の氏名、所属、テーマ名、及び研究の概要は公表する。 


 


３．研究成果の報告 


（１）助成研究者は、助成期間の終了後 3 か月以内に、研究成果を取りまとめ、研究助成成果報告


書（様式は別途定める）として JTA に提出するものとする。 


（２）助成研究者は、 助成金の収支に関する収入額及び支出額を帳簿等により適切に管理すると


ともに、支出に係る領収書等の証拠書類を整理・保存し、助成金の使途を明らかにするものとす


る。 


（３）JTA は助成期間中においても、必要により報告（支出も含む。）を求めることができるものとす


る。 


（４）助成研究者のうち、「研究助成部門」では、以下のいずれかにより研究成果の発表を行


うものとする。 


①会誌「トンネルと地下」の会報に研究成果を発表すること。 


②研究助成期限終了後最初に開催される 「施工体験発表会（JTA 主催）」において、研究成果


を発表すること。 


（５）助成研究者が研究成果を学術誌、雑誌等に発表する場合は、 JTA の研究助成を受けた旨を







 
 


明記するものとする。 


（６）研究成果報告書は、公益の目的のため、公表できるものとする。なお、権利保護が必要な場合


は、非公開にできる。 
 
４．権利等の帰属 
（１）研究助成の成果は、特に定めのない限り助成研究者に帰属する。ただし、JTA は公益の目的


のために当該研究成果を公表できるものとする。 


（２）研究助成により生じる工業所有権、著作権等に係る第三者に対する責任は、助成研究者に帰


属するものとする。 


（３）助成研究者は、研究助成の成果により生じる工業所有権が出願、公開、登録されたときは、遅


滞なく、出願書類又は特許公報等の写しを添付し、その旨を JTA に知らせるものとする。 


（４）研究助成の研究及びその成果により生じた事故等に関する責任を JTA は負わないものとす


る。 
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（２３） 学生会員要領 


一般社団法人日本トンネル技術協会  


令和 2 年 5 月 1 日 総務委員会決定 
 


（目 的） 
第1条 本要領は、トンネル及び地下空間の計画、設計、施工、維持管理等の分野に新たに参入


する者を増やし、また一般社団法人日本トンネル技術協会（以下、「本会」という。）の活性化を


図る目的として、学生会員の取扱いについて定めるものである。 


 


（対 象） 


第 2 条 学生会員とは、本会の目的に賛同して入会した大学、高等専門学校及びこれらに準ずる


学校に在学中の者をいう。 


 


（会 費） 


第 3 条 学生会員の会費は、「入会金及び会費規程」の定めるところによる。 


 


（特 典） 


第 4 条 学生会員の会員特典は、個人会員と同様とする。 


2 本会が主催する各種の催物に関して、学生会員に対して特別な優遇に努めるものとする。 


3 特に指定した常設委員会（小委員会、WGを含む。）に関して、オブザーバー参加資格を付与


する場合がある。その場合、当該委員会等の委員の推薦を必要とし、本会から出席に要する交


通費・旅費は支給しない。 


 


（資格の喪失） 


第 5 条 学生会員は、学生の身分を失ったときに学生会員の資格を喪失し、個人会員に移行す


る。 


2 その他退会等に関しては、定款第 8 条～第 10 条の定めによる。 


 


（その他） 


第 6 条 この要領は、総務委員会の承認を経て変更することができる。 


 


附則 


1.この要領は、定款、入会金及び会費規程において、学生会員が会員として承認された日から施


行する。 
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（２１） 表彰規程 


一般社団法人日本トンネル技術協会 


令和 2 年 5 月 15 日 理事会決定 


 


（総 則） 


第 1 条 一般社団法人日本トンネル技術協会（以下、「本会」という。）における会員に対する表彰


（以下、「協会表彰」という。）については、この規程に定めるところによる。 


 


（表彰の種類） 


第 2 条 協会表彰として、次に掲げる賞を設ける。 


(1) 功績賞 


(2) 功労賞 


(3) 名誉会員賞 


(4) 優秀発表者賞 


 


（表彰対象者の推薦） 


第 3 条 表彰対象者は、定款第 5 条第 2 項に定める本会社員からの推薦によるものとする。 


2 表彰対象者は、本会会員であることとする。 


 


（選考及び表彰方法） 


第 4 条 協会表彰の募集及び選考に係る業務を行うため、表彰選考委員会を置く。なお、表彰選


考委員会の運営及び管理については、本会の「各種委員会規程」に準拠する。 


2 受賞者は、表彰選考委員会の選考に基づいて理事会で決定する。なお、優秀発表者賞の選考


は、事業委員会で行うものとする。 


3 原則として、表彰は毎年定時総会において行う。 


 


（功績賞） 


第 5 条 功績賞は、会員のうち、トンネル技術の発展に顕著な功績があったと認められる者に授与


する。 


 


（功労賞） 


第 6 条 功労賞は、会員のうち、本会の発展に特別の功労があったと認められる者に授与する。 


 


（名誉会員賞） 


第 7 条 名誉会員賞は、本会の「会員規程」第 3 条第 1 項第 5 号に定める名誉会員に授与でき


る。 


 







 
 


（優秀発表者賞） 


第 8 条 優秀発表者賞は、本会が主催する「施工体験発表会」において最優秀賞、又は優秀賞に


選考された者に授与する。 


 


（その他） 


第 9 条 この規程に定めのない事項については、理事会の議を得て実施するものとする。 


 


（規程の変更） 


第 10 条 この規程の変更は、理事会において行う。 


 


 


附則 


 この規程は、令和 2 年 5 月 15 日から適用する。 
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（２４） JTAイブニングセミナー実施要領 


一般社団法人日本トンネル技術協会  


令和 2 年 5 月 1 日 総務委員会決定 
 


（目 的） 
第1条 本要領は、一般社団法人日本トンネル技術協会（以下、「本会」という。）の会員間コミュニ


ケーションの改善を図り、合わせて本会の活性化を図る目的として実施する「JTAイブニングセミ


ナー」について定めるものである。 


 


（メンバー構成） 


第2条 議題や話題の固定化を避けるため、参加メンバーは企画運営幹事会幹事と、議題・話題


に応じて参加を求める者で構成する。 


2 議題・話題に応じて参加を求める者は、公営企業体を含む官、建設会社のみならず、他の業種


（建設コンサルタンツ、資機材メーカ等）にも配慮して選定する。 


 


（会の運営） 


第3条 会の運営は、企画運営幹事会幹事による世話役持ち回り制とする。 


2 会の開催頻度は、年 1 回程度（必要に応じて複数回）とし、話題設定、議題・話題に応じて参加


を求める者については、原則として世話役の提案によるものとする。 


 


（結果の公開） 


第 4 条 意見交換結果の概要については、原則として会員に公開することとし、会報や本会ウェブ


サイトに掲載するものとする。 


 


（その他） 


第 5 条 この要領は、総務委員会の承認を経て変更することができる。 


 


附則 


1.この要領は、令和 2 年 5 月 1 日から施行する。 
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